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社会福祉法人橿原市手をつなぐ育成会 

平成 30 年度事業計画 
 

社会福祉法人を取り巻く環境は年々厳しさを増し、平成 29 年 4 月

に施行された改正社会福祉法は、経営組織のガバナンスの強化、事業

運営に透明性の向上、財務規律の強化、地域における公益的な取り組

みを実施する責務を求めるものでした。 

  これを具現化するための方策として、①議決機関としての評議員会

の設置、➁一定規模以上の法人への会計監査人の導入、③財務諸表 

の開示、④社会福祉充実残高の算定と社会福祉充実計画の作成など 

が掲げられました。 

  法人設立以来、設置の評議員会については、改正前の諮問機関とい 

う位置づけから、改正後の昨年からは、法人運営の基本ルール・体制 

の決定、法人運営を事後的に監督する機関としての位置づけにかわり、

会計監査人については、収益 30 億円又は、負債 30 億円を超える法人

については、設置が義務付けられています。 

当法人は、現時点では、設置対象外であることから、今後、設置義 

務対象となっていく場合に備え、平成 29 年度に実施された社会福祉

法人会計監査人設置モデル事業の結果に注目していきたいと思います。 

  また、財務諸表の開示については、独立行政法人福祉医療機構の 

WAMNET を活用した「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システ 

ム」で公表されており、また、当法人として、この 2 月に作成公開し

ましたホームページにも開示したところであります。 

  ホームページは、ネット上の我が家であるとも言われ、法人として 

のイメージの向上を図り、事業・サービスのスムーズな流れをつくる 

媒体として、広報啓発活動のツールとして、大いに活用し、併せて、 

情報公開により信頼と安心の顧客満足度の向上に繋げてまいります。  

 つぎに、社会福祉充実残高の算定と社会福祉充実計画の作成につ 

いては、事業継続に必要な財産（控除対象財産）を控除した上で算定 

し、社会福祉充実残額が生じる場合には、法人が社会福祉充実計画を 

作成し評議員会の承認等を経て、所轄庁に申請する仕組みです。 

  当法人としては、平成 29 年 7 月 1 日現在では、示された方式によ 

り計算の結果、社会福祉充実残高は発生しなかったことから報告義務

は生じませんでした。 

本年度も、先に理事会で提案し、評議員会でも議決承認頂きました 

市内古川町に建設予定で、昨年末に県・国に補助金申請していました

「福祉型児童発達支援センター（なら子ども発達支援センターふぁ～  
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すと）並びに「防災拠点型地域交流スペース」建設計画についても、 

補助金申請が認められ、その内々示が、2 月 21 日付通知がありまし 

した。 

国は、平成 29 年度の補正予算に、県は、平成 30 年度の当初予算 

に組み込まれ国・県合わせて総額 175,724,000 円が予算化され、橿原

市も、平成 30 年度の当初予算に、10,000,000 円の施設整備補助金を

を予算に計上して頂き、何れも、今開会中の、国会並びに県・市議会

において議決され次第、正式内示される見込みであります。 

  よって、平成 30 年度末の事業完了を目途に、建設計画を遂行して、

平成 31 年 4 月 1 日には、奈良県下、7 つ目の福祉型児童発達支援セ 

ンターとして、また、県中南和地区の唯一の就学前児に対する通園 

療育施設として開所し、就学前児の療育支援に邁進努力する所存であ

ります。 

  また、改正法のうち、社会福祉法人改革の中で、社会貢献活動とし 

て、位置づけられた「地域における公益的な取り組み」の実施に関す 

る責務規定で、厚労省が、これまで示してきた三要件は 

① 日常生活や社会生活上で支援が必要な人に対して。 

② 無料または低額な料金で。 

③ 社会福祉を目的とする福祉サービスを提供する。 

のすべての要件を満たす必要があるとしてきました。 

  しかし、この三要件に厳格に対応しようとして萎縮している社会 

福祉法人が大半を占めているとして、去る 1 月 23 日、新たに、厚生 

労働省障害福祉課長通知を発出されました。 

それによると、画一的な取り組みではなく、法人が地域のニーズに 

合わせて創意工夫しながら柔軟に取り組めるよう見直し、この 3 要件

に関する解釈を改めました。 

  この福祉サービスの対象者は、心身の状況や家族環境、経済的な理 

由などにより支援が必要な人のほか、将来的に支援が必要とする可能

性が高い人も含まれる。 

  例えば、地域と関わりのない単身高齢者などが考えられ、こうした 

人への予防的な支援の取り組みや、間接的な支援につながる地域住 

民に対する在宅介護研修、ボランティアの育成などが含まれる。 

  料金は徴収しないが、実際にかかる費用を下回る料金を徴収する。 

公費で全額補助のある事業でも法人が持ち出しで追加サービスを行う 

場合は含まれると云ったものでした。 

  福祉サービスの考え方については、地域共生社会づくりの観点か 

ら、間接的に社会福祉の向上につながり、法人以外にも効果が及ぶ取 
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り組みも含まれる。 

例えば、住民が参加して地域の結びつきが強まる取り組みが想定さ 

れ、前回通知では該当しないとされていた環境美化活動や、防犯活動

などが含まれ、災害に備えた関係機関とのネットワークつくりなど福

祉サービスにつながる取り組みも含まれる。そのほか、地域住民など

の意見を定期的に聞き、必要に応じて見直しや内容の充実を図ること

を求めました。 

  そういった意味から、昨年 6 月に奈良県警察本部長から「青色防 

犯パトロール」適格団体の証明を受け、橿原市から助成を頂いて、既 

に実施しています同パトロールについては、去る本年１月 23 日に、 

法人本部南館において、橿原警察署長・橿原市・教育委員会・市内小・ 

中学校校長会・自治連合会などの関係者参加のもと、「青色防犯パト 

ロール隊出発式」記念式典を実施いたしました。 

この公益事業についても、前述の社会福祉法人の責務としての「地

域における公益的な取り組み」として、また、社会福祉法人の取り組

みとしては、県下的にも、また、全国的にも極めて珍しく「先見の明」

があったとのではないかと自負するところであります。 

  つぎに、障がい者や高齢者、子どもの福祉サービスが縦割りに区分

されて実施されていますが、障がい者が 65 歳以上になった場合のサ

ービスの利用については、障害者総合支援法の規定により、障害福祉

サービスに類似する介護保険サービスがある場合は、原則として介護

保険サービスの利用を優先することとなっている。 

  いわゆる、介護保険優先の原則でありますが、それまで利用してき

た障害福祉サービス事業所が、介護保険サービス事業所としての指定

を合わせて受けていなければ、利用者はそれまでとは別の介護保険サ

ービス事業所を利用しなければならなくなります。 

しかし、障がいのある利用者は他事業所の支援には、直ぐにはなじ

めないこと、介護事業所側も障がい者への対応に慣れていないこと、

同じ事業所で、両方のサービスを提供する場合には、それぞれの指定

基準を満たす必要があることから、必要なサービスが提供されにくい

ことなどが、社会保障審議会障害者部会で指摘されてきました。 

こうした課題を解決するために、昨年 5 月 26 日に「地域包括ケア

システム強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案」（介護保

険法等改正案）が可決・成立し、新たに、「共生型サービス」が創設さ

れたのです。 

障がい者にとっても親亡き後の問題や、高齢化の課題に対処するた

めにも、介護と障がいの「共生型サービス」を視野に入れた取り組み
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を前向きにとらえ、分野を跨いだ複合的に支援出来得る体制づくりを

構築する必要があり、本年度は、その営みの元年として捉え、情報を

収集し、十分な検討・分析を行い、具体的な年次計画をお示しし、理

事会・評議員会の承認をいただきながら、今後、確実に着実に、また、

果敢にチャレンジしてまいる所存であります。 

また、厚労省は、2 月 5 日、平成 30 年度の障害福祉サービス等報酬

改定「案」の概要が示されました。今回の改定は、障害者総合支援法

の改正と重なり、新たに向けられるサービスの報酬がどうなるのか注

目しなければなりません。 

共同生活援助（グループホーム）などでは、重度に対応したグルー

プホームの新類型「日中サービス支援型」は、日中もグループホーム

で過ごすことに対し、常時の支援体制を確保するために新設されるも

ので、入居者 3 人に世話人一人の区分を設け、障がい支援区分 6 の場

合は一人一日 1098 単位。定員 20 人、短期入所の併設が必須であり、

ミニ施設のようにも見えると云った批判もあります。 

一方従来のグループホームは、報酬を下げ、特に、最も軽い障がい

支援区分 1 と非該当の人の報酬は約 6.6％下げるなど、障害の重い人

を手厚く支援する一方、就労系では、就労継続支援 A/B は、現在、何

れも定員規模別の基本報酬だが、これを改めて 7 区分に分け、A 型の

場合、平均労働時間が長いほど支援コストがかかるとの判断から、4～

5 時間未満の事業所は改定後も現在とほぼ同じ報酬。5 時間以上の事

業所は今よりも報酬が上がり、4 時間未満の事業所は下がる。 

B 型の場合、月額の平均工賃が 1 万円～2 万円未満の事業所は、現

在とほぼ同じ報酬、2 万円の事業所では上がり、B 型事業所全体の 4

割を占める 1 万円未満の事業所では下がる。 

このように、それぞれ、一日の平均労働時間の長い事業所、月額の

平均工賃が高い事業所の基本報酬を手厚くした成果主義を採用し、基

本報酬にメリハリをつけるという。 

就労系サービス利用後に一般就労した人の生活支援にあたる新サー

ビス「就労定着支援」は、一般就労後の定着率が高い事業所の基本報

酬（月額の包括払い）を手厚くする。「3 年間の定着率 9 割以上」の場

合は最も高い 3200 単位で、最も低い単位の 3 倍にあたる。 

外出することが難しい重度障害児の自宅を理学療法士らが訪問する

新サービス「居宅訪問型児童発達支援」は手厚い報酬とし、一方、放

課後等デイサービスについては、利潤を追求し、支援の質が低い事業

所や、単なる放課後の居場所づくりに終始し、例えば、テレビを見せ

るだけ、ゲーム等を渡して遊ばせているだけと云った適切でない支援
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を行う事業所が増えているとの指摘が多くあることから、現在の一律

の基本報酬を見直し、利用者の状態像に応じた区分に細分化するとの

ことであり、増え続ける悪しき放課後等デイサービスも、ある程度淘

汰されるものと考えられます。 

当法人としては、全事業の中でも、全収入の約６０％を占める児童

利用にかかるサービス（児童発達支援・放課後等デイサービス・外出

支援などの各事業）は、今後とも事業発展の原動力となり、安定継続

した事業運営を継続していくためにも重要であります。 

年々、運営経費が上昇するなかにあって、収入源を維持確保する観

点からも、本年度は、多機能事業所「児童発達支援並びに放課後等デ

イサービス」を一か所、県内ニーズの高いところに、設置し事業展開

すべく、情報収集と十分な分析を行ったうえで、具体的な計画のもと

決断実行する所存であります。 

更に、改正では、相談支援については、モニタリングの頻度を上げ

ることが示されました。利用施設への訪問が現状で標準年1回のとこ

ろを、半年に1回に引き上げられることになります。あわせて、相談

支援専門員が必要な支援が実施できるよう、事業所は毎月のサービス

利用状況を指定特定相談支援事業者に報告することになりました。 

相談支援の質に対する評価も強化することとなり、初回加算（利用

希望者のアセスメント）や医療・保育・教育機関等連携加算（医療・

保育・教育機関等の職員と面談し、協議した上でサービス等利用計画

を作成）と云った加算が新設されました。 

セルフプランについては、計画をセルフプランで作成した人に相談

支援専門員によるケアマネジメントを希望するか確認する意向調査を

行うことになりました。 

また、計画相談支援の体制が不十分な市町村については、体制整備

のための計画を作成することになりますが、これまで実務する中で、

未だ、セルフプランを行っているのは、県内には、生駒郡の一町と北

和地区の一市、中和の一市、それに、橿原市が運営する児童発達支援

の療育通所施設でもセルフプランを推奨している実態もあります。 

このことから、橿原市・高市郡・大和郡山市地域自立支援協議会

や、障害者団体等の会合の場や、行政との話し合いの中など、多くの

場面において、相談支援専門員によるサービス利用等計画の作成の意

味と重要性を説明して、セルフプランを事業展開の足元から徐々にな

くしていく啓発活動を展開する所存であります。 

前述のとおり、平成 28 年に成立した障害者総合支援法に基づく自

立生活援助など、新サービスの全容もほぼ固まったようであり、3 月
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中旬には、正式に告示される模様であります。 

特別支援学級の卒業生が年々増加している傾向にあるなかで、こ 

の4月には、多機能事業所「かしはらワークス」の就労移行支援事業

に3名、生活介護事業所「橿原市福祉作業所」に4名の計7名の卒業生

を迎えることになります。 

今後、放課後等デイサービス6事業所からの卒業生が、順次毎年 

卒業後の活動の場や福祉的就労先として、来られることは必至であ

り、そのための選ばれる法人として、また、事業所としての質と支援

スキルの向上、多様な受け入れメニューを準備する必要があります。 

前述の通り、本年度、市内古川町に建設する「福祉型児童発達支 

援センター（なら子ども発達支援センターふぁ～すと）」の一角に設

置する給食兼食堂に、いわゆる給食センターとしての設備と機能を持

たせて、そこを就労移行支援の一つの事業所として位置づける所存で

あります。 

そうして「ふぁ～すと」の利用幼児への給食に留まらず、橿原市福

祉作業所・かしはらワークスの各利用者と職員、それに、それ以外の

法人全体の職員に対する弁当の提供・配達を事業として展開すべく、    

本年度は、その前段階として、かしはらワークス「まぁぶる」にお

いて、先ず、橿原市内事業所の利用者と職員に対する給食・弁当の提

供をこの4月から実行するための準備に鋭意取りかかっております。 

このように、少しでも、工賃を生み出すための多様な事業を創出し

て、卒業生などから選ばれる法人事業所として邁進する所存でありま

す。 

法人は、今年７月で創設から１７年目になりますが、障がいのあ 

る方の地域の中での暮らしを積極的に支援すること。サービスを提供

する側の事情優先ではなく、障がいのある方やご家族の立場で考え行

動すること、障がいのある方一人ひとりの権利擁護、人権尊重を大切

にすることを意識しながら、今後の展望するビジョンづくり、組織お

よび運営財政基盤の充実強化などに努めてまいります。 

私たちのこうした活動が、地域の人々や世論の理解と共感を得て 

障がい児・者一人ひとりが自身の存在の価値を実感し、様々な人と共

に支えあいながら生きていくことの喜びを分かち合える社会や、生活

実現への一歩になることを信じ、法人組織が一体となって事業・活動

を推進するため、ここに平成３０年度事業計画を定め、知的・発達障

がい児・者の福祉の向上に一層努力する所存であります。 

 

実施計画 



7 

 

１． 法人本部 
 

（１） サービスの質の向上（信頼と安心のサービス） 

   法人理念に基づいた支援体制の確立は継続した目標であります

が、職員意識の統一が、確実に実践や成果につながる体制を目指し

ます。 

そのため、係長以上の部門別会議を設け、理念の実践を支援の場 

を通じて日々確認できるように致します。 

重点目標としては、➀多動や他傷性のある重度障がい児・者など 

で、危険を防止するための対応や支援の必要な重度利用者にあって 

は、支援方法や体制について、十分な配慮と検討を行う。②就労継 

続支援（A/B 型）・就労移行支援の取り組みを通して、障害者の就 

労の方向性について検討する。③グループホームや居宅サービス等、 

障がい者の生活全般について検討や相談事業の強化等、今後の支援 

の方向性を纏
まと

める。④青色防犯パトロール隊の活動を継続しながら、 

更なる地域貢献活動として、地域住民のニーズや意向を把握しなが 

ら、プラスワンの新たな貢献を推進するなど、活動を強化する。➄ 

首都圏直下型地震や南海トラフ・火山の噴火などの大災害の発生の 

懸念が指摘される中、利用者の安心、安全の確保と事業の継続につ 

いて万全の対策を講じる。また、市町村の防災計画と連動した災害 

時の支援・応援・体制を構築する。 

○理念に基づいた支援体制の確立    

・接遇マナーの向上への継続的な取り組み 

・倫理綱領の徹底（確認作業の継続） 

・理念の実践の日々の確認 

   ○権利擁護 

     ・人権研修の継続と実践の確認の徹底 

・「虐待防止」「差別解消」に関する実践と確認の徹底 

・累犯障害者への対応への着手 

○施設運営のガイドラインの策定 

・法人運営ハンドブック策定と活用 

・施設版チェックリスト（施設長チェックマニュアル）活用 

・組織運営ガイドラインの策定(会議等)の定着支援 

・PDCA 式※（進捗管理の徹底と強化の継続） 

※「P⇒計画・D⇒実行・C⇒評価・A⇒改善」 

○サービスの標準化と業務改善） 

・法人の業務基本マニュアル策定と活用 



8 

 

・マニュアルの形骸化の防止（日常の活用と見直しの継続） 

○業務評価と業務改善 

・第三者評価の活用（課題の共有と対応策の実施） 

・業務改善（問題解決手法）と体制確立 

・苦情解決と業務改善プロセスの確立 

○リスクマネジメント体制強化 

・「気づきメモ」「連絡メモ」等の作成により確実に改善につ 

なげる。 

・事故分析を事故防止につなげる仕組みの確立（「事故情報 

共有の徹底」過去の事故事例を掘り起こし検証）  

・事故情報共有と改善プロセス構築の定着 

・事業継続計画の見直しと徹底（法人ＰＴの発足） 

○情報提供と開示・保護 

・利用者（ご家族）への情報提供体制継続強化 

・地域・行政・関係団体への情報提供体制構築 

・個人情報保護の強化継続 

・人事及び情報管理システムの導入と活用 

○利用者満足と QOL「生活の質」の向上 

・家族満足度調査の実施（実施と集計及び開示などの活用） 

・利用者満足度の調査について、第三者評価の分析の方法を 

検討する。 

・医療的ケアの向上 

・重度障害児・者の支援の向上 

○施設目標 

・店舗拡張の検討（かしはらワークス～まぁぶる） 

・施設建設「福祉型児童発達支援センター（なら子ども発達 

支援センターふぁ～すと）」の設計と着工 

○部門目標 

・部門別会議の発足と本部での実施（生活介護・就労系・通  

所児童等） 

 

（２）財務基盤の安定化（自立健全経営の実現） 

各事業所の経営に関しては、職員・事業所の努力により概ね 

安定している。 

利用者へのサービス提供基盤をより強固にするためには、財 

政の安定など、利用者の安心感が得られる充実した環境づくり 

が重要である。 
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これまで、通所者やグループホーム体験利用者への利用促進への

様々な角度からの働きかけにより、また、児童発達支援事業・放課

後等デイサービスの積極的な展開により、同事業での利用者の増加

に伴って、デイケアの利用者も増加した結果、給付費の伸びが前年

度比で、平成２２年度（８％）であったのが、平成２３年度（２0％）

２４年度（29％）25 年度（21％）平成 26 年度（17％）27 年度

（20％）28 年度（11％）29 年度は 2 月現在、平均 6.2％と鈍化の

傾向にあります。 

これに対し、人件費は、ここ 3 年間は、収入の約 60％前後で推 

移するなど、適切な水準に収まっております。 

  平成３０年度においては、昨年同様、4 月 1 日付けで、新たに、

養護学校新卒者７名「生活介護事業（橿原市福祉作業所）4 名・就

労移行支援事業（かしはらワークス）3 名」の利用者を迎えること

になりました。   

更には、昨年、市内五井町に開所した県内６か所目、橿原市内で

は４か所目となる放課後等デイサービス事業「ファミリーサポート

かしはら（大河）」と、その続きの敷地内に、開所しました「グル

ープホームきらめき（うねび）」の運営についても、順調に推移し

ており、今後共、これらの事業拡大を図りながら、介護給付費等の

増収を図り、安定的な事業運営の持続及びコストマネジメントの徹

底と創意工夫につとめ、更なる財務基盤の安定のため、全役職員が

一丸となって取り組みます。 

また、先の報酬改定でも示されたように、良質な人材の確保と障

害福祉サービスの質の向上を促す観点から、福祉専門職の配置割合

が高い事業所を評価できる新たな区分を創設するなどの見直しを

図る措置がとられました。 

そこで、今後の事業展開を睨んで、職員体制を充足させるため、

また、支援体制を強化するために、採用計画において、平成 2９年

度の職員採用においては、社会福祉士・作業療法士・介護福祉士・

保育士等の資格を有する新入職員 5名の採用を行いました。 

続いて、平成 30 年度は、昨年 12 月と、この 1 月以降採用した

職員、4 月 3 日付で採用を内定している常勤職員１７名・非常勤職

員３名の合計２０名（生活支援員９名・就労支援員 3名・保育士 2

名・臨床心理士 1 名・児童指導員 2 名・事務職員 3 名）を採用し

ており、早速、資質向上のための研修を計画策定して、職員の資質

の向上に努めてまいります。 

こうした事業の財産ともいえる職員の身分保障等の処遇改善の
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ためにも、前述の事業展開を図り、更なる増収の道筋をつける必要

があります。 

少子高齢化社会への急速な加速と、それに伴う社会情勢の変 

化を的確に把握し、安定した運営のための長期経営計画を再構 

築する。 

○法人定量目標 

・利用者利用率９５％達成 

・事業活動収支差額約⒑％本部繰り入れ検討 

・事業コスト削減率対２９年度比３％減 

○法人定性目標 

・経営改善策の提案（役職者） 

・新規事業の立案と開始 

 

（３）有能な人材確保と育成（学習と成長の組織へ） 

   法人理念を基本とした新人、中堅職員の育成はもとより、法人 

運営の中枢となる運営委員、施設長の高齢化に伴う次世代リー 

ダーの育成は急務である。 

事業部門別諸会議の運営の中心を役職とし、本部で会議を重 

ねることで、法人の理念経営への意識を高める。 

人材の育成は、今後の法人経営の方向性を示す重要なことから、 

  当該職員の人材育成、配置はこの３か年間をかけて準備する。 

先の報酬改定でも示されたように、良質な人材の確保と障害福祉

サービスの質の向上を促す観点から福祉専門職の配置割合が高い

事業所を評価できる新たな区分を創設するなどの見直し措置が図

られました。 

障がい者福祉のスペシャリストとして、時代と社会のニーズに対応

できる人材がこれまで以上に求められることから、業務への取り組

み意識を改革し、職員の資質の向上を図るため、人材育成を目的と

した研修等を引き続き実施します。 

 

≪研修システム再構築と運用≫ 

○研修センターの設置と運用「市内古川町に建設する施設に 

併設する防災避難型地域交流スペースを活用する方向で検討す

る。 

・研修センターの機能開発 

・他機関との連携・共同開発 

・地域人材育成機能 
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○人材育成方法の開発。 

・役職を中心とした部門別会議での理念実践の検証 

・役職を中心とした法人研修計画の作成と実施 

・トレーナーの育成と実践指導の継続と強化  

・外部研修・通信教育制度の活用と充実 

・法人としての教材開発、人事システム導入による研修実 

績の管理 

・地区別研修の充実 

・「支援実践集」の教材策定、実践成果のまとめ 

○研修カリキュラムの見直し。 

・「階層別研修」「初任者研修」「専門研修」の見直し 

・ＢＣＰ「事業継続計画（研修、虐待防止研修、事務員研 

修の強化）」 

・法人としての研修モデルの構築 

○実効性のある研修の仕組みの構築 

・成果（効果）の確認と反映 

・研修記録の「開発」と「運用」 

○目標管理制度の施設支援 

・有効な活用による職員育成 

・個別研修計画への落とし込み 

・目標管理向上に関する事業部門別研修の実施 

・研修評価、リアクションペーパーの活用 

・その他 研修履歴と人事制度の連結 

（４）人事制度・法人の組織強化 

（活力と持続的発展性のある組織づくり）    

   各事業所の利用者の円滑な支援に向けて、これまで同様に適正

な人の配置ができるよう法人の更なる組織強化を進める。 

適正な人員配置、組織については、運営会議で検討し、理事会 

・評議員会に提案する。 

また、少子高齢化に伴う障がい福祉制度の変革を見すえて、福 

祉人材の確保が難しくなる状況を勘案した人員確保の方策を明確 

にした経営モデルを構築する。 

人事制度については、平成 30 年度から考課を昇、降任に反映 

する。ハード面でも人事システムを導入し、法人としての人事情 

報管理を開始し、給与表の見直しを行う。 

職員は自覚して自己啓発をし、上司は責任を持って部下を育成 

する風土を醸成し、利用者への最良の支援を実現する。 
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○長期展望構想の具体化 

・法人経営モデルの確立（医療、教育と連携した多面的な支

援の実現） 

・人材確保年度計画の策定（採用困難状況・専門職種への 

早期対応） 

・施設整備計画（長期的計画の見直し） 

○中期計画の達成支援 

・法人全体の長期計画に添った中期計画の進捗管理 

・各施設の中期計画の進捗管理と達成確認 

・「事業別」「部門別」の目標の進捗管理と達成支援 

○本部機能の強化 

・人事管理システムの導入と活用 

・本部機能強化の検討 

○人事制度の課題の抽出 

・人事考課制度の課題の抽出と対応（継続的取組） 

・なら子ども発達支援センターふぁ～すとの運営に向けた 

職員採用計画・職員配置計画。 

・キャリアパスの明確化（考課基準に添った昇給・昇任） 

 

（５）働きかた改革「働きやすい職場づくり」 

介護など福祉業界は、離職率が高く人材確保が困難と云われて

いますが、当法人では、児童分野は定着率が好調でありますが、

特に、生活介護事業所においては、離職者が続いたこともありま

した。 

過去の経験を活かし、長時間労働や・メンタル不調の防止を図

り、安心・安全な職場として職員の定着と業務のベストパホーマ

ンスが発揮できる職場環境を目指し、先ず、取り組んだのが「NO

残業」でした。 

「NO 残業」については、職員に「定時には、パソコンの電源

を落として」定時に退社すること。遅くとも、定時から 30 分以

内には、完全退社するように徹底しました。 

それでも、残業を余儀なくなった場合には「⓵残業する仕事の

計画を立てる➁作業時間を決めて承認を受ける③無駄をなくし、

時間を厳守する」ことを条件として、上司の伺いを立てるよう指

示し、その旨を各事業所に掲示したところであります。 

今後共、これを遵守するために 

・職場環境調査の実施（年 1 回、全職員のストレスチェク） 
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・メンタルヘルス対策の実施（健康ダイヤル等の EAP 推進） 

・離職率の３％以内を目標（理念の実践による自己実現） 

・「労災事故の把握と対策」と「ハラスメントの把握と対策」 

・法人経営モデル案の策定 

・管理者による管理機能の強化。 

・人事考課制度の課題の抽出 

・給与表の見直し 

・職員採用・職員配置の基本方針の策定 

・キャリアパスの検討  

・職場環境調査の実施 (含ハラスメント実態調査) 

・現場のメンタルヘルス研修(全体)と安全衛生委員研修の実施 

・職員定着率の数値化と目標設定と向上策の取組、検討 

・労災事故の把握方法の検討と・ハラスメント研修の実施 

 

（６）事業の進捗状況の点検把握と改善。 

それぞれの事業の着実な実現に向け、その推進状況を評価するた 

め、今後の目指すべき姿を示した指標を設定し、その進行や達成状

況等について点検を行い、進捗状況の把握に努め、現状と課題、今

後の方向性について適切な指導あるいは指示をこまめに行い改善

につとめます。 

（７）法令遵守及び苦情解決のしくみと危機管理体制の整備 

福祉サービス利用者の適切なサービス利用及び権利擁護を目的 

に、事業者として、常にその提供する障害福祉サービスについて、

利用者等からの苦情の適切な解決に努めるため、その仕組みにおい

て、社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切

な対応を促進するため、課題としている「第三者委員」の設置を先

の理事会・評議員会において承認して頂いたところであります。 

   併せて、法人、組織体制の点検を行い、運営を確固たるものとす 

るため危機管理体制を整備・確立し、利用者から信頼され、安心さ 

れる体制を構築します。 

   また、障害者の人権を対象としたすべての方々の人権を擁護する 

とともに、個人情報の保護を含むコンプライアンスの遵守を徹底的 

に実行します。 

  更には、東日本大震災より７年が経過しましたが、来るべき東南 

 海地震や首都直下型地震等への防備として、災害時の要援護者へ

の支援の在り方や、地域の防災対策における施設・事業所の福祉避

難所としての在り方等について引き続き検討を行うとともに、大
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規模災害に備え、過日、橿原市と法人との間で、当法人の生活介護

事業所（橿原市福祉作業所）と（自立支援センターかしはら）の 2

施設を橿原市民間福祉施設避難所として「災害発生時に民間福祉

施設等が行うよう配慮者の受け入れ協力に関する協定書」を締結

したところであり、引き続き、平時からの防災体制及び災害発生時

の効果的な支援体制の構築を目指します。 
 

（８）地域社会への貢献（地域住民や関係機関･団体等との連携の促進

強化。） 

   既に実施しています「青色防犯パトロール隊」の活動を手始め 

に、地域に根ざした開かれた法人施設として、今後とも地域住民と

の良好な関係や、関係団体・機関、その他社会資源などとも密接に

連携し、相互の信頼と協力により、所期の目的達成に努める所存で

す。 
 

 

２． 各事業について 
「補足資料：別表・現状と課題、今後の方向性」参照 

 

（１） 生活介護事業所「橿原市福祉作業所」 

利用者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよ 

う排泄及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供そ 

の他必要な支援を適切かつ効果的に行うことを本事業の基本と 

しています。 

今年 4 月には、奈良東養護学校から 1 名、奈良県立大淀養護学 

校から 3 名の卒業生を迎えることとなり利用者数は 35 名となる 

ところであります。 

そこで、平成 29 年 3 月 1 日付けではありますが、利用者定員 

20 名から 30 名に定員変更をしたところであります。1.5 倍の 45 

名の利用者が受け入れ可能となりました。 

支援については、ケアマネジメントの手法を用いて、個別支援計 

画に基づき適切な支援ができるようにするため、引き続き必要な

社会資源の開拓と創出の取り組みをしてまいります。 

そのため必要な活動として 

①  利用者本人の日常生活に必要な社会関係を身につけるため地 

域の人々と積極的に交流を図る取り組みを行い、障がい特性に

応じて、就労継続（Ｂ型）支援事業所「かしはらワークス」「以

下Ｂ型作業所という」の出張先で活用の場である「ゆうゆ～今
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井」を活用して、文化活動や創作活動を行うなど地域社会につ

ながる活動をおこないます。 

②  自己決定をする力を身につけるため、表現の手法と生活の中 

の「選択肢」を可能な限り多く準備し、本人に必要な援助が適

切に行えるようにします。 

③  利用者本人の日中活動が、本人にとって出来るだけ適切な活 

動の場とするために、地域社会あるいは社会資源との連携を図

るなど、様々な活動の場を拡大していきます。 

④  障がい特性を十分に把握し、無理のない個別支援や課題の酷

似したグループ単位の支援を原則として、作業所外の活動を積

極的にとりいれます。具体的には、本人のニーズと適正を軸に、

障がい特性に応じた班編成とし、それぞれ主な支援や活動の重

点を設定致します。 

⑤  更には、アルミ缶や古紙等リサイクル品の回収作業を通じて

地域との交流、啓発を図り、園芸・農作業などの野外活動や軽

作業・創作的活動を積極的に、バランスよく取り入れるなど幅

広い活動を通じて最低限の生活スキルの習慣をめざします。 

⑥  また、地域での活動は、地域での夏祭りなどの行事やイベン

ト参加や、県スポーツ協会主催の「ゆうあいボーリング大会」

「県障がい者スポーツ大会」などに参加できるようにメンバー

全員が取り組んで参ります。 

⑦ 青色防犯パトロールを平成２９年１０月１日より実施してお 

り、引き続き職員と利用者と共に日中活動として、取り組みます。 

等々を支援の基軸においた活動をおこないます。 

 

（２） かしはらワークス「多機能事業所（就労移行支援）（就労継続支

援 A 型/雇用型・B 型/被雇用型）」 

一般企業等に雇用される事が困難な障がいのある人に対し、 

就労するにあたって必要な知識や能力の向上を図り、実習や職 

場探しを通じて、企業などへ雇用を目指した支援を行う事業で 

す。 

     また、発達障がい児の卒業後の進路、受け皿となる活動の場、

特に比較的軽度の方の就労等に向けた事業や活動の場を創設展開

する事が喫緊の課題であります。 

      就労継続支援Ａ型事業といたしましては、平成 31 年 4 月開設

予定の橿原市古川町の施設において、給食・弁当事業として再

開を計画しております。その準備段階とし、平成 30 年 3 月より
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自立支援センターかしはら北館内にて、弁当事業開始を予定し

ています。そこでノウハウを培い、平成 31 年 4 月本格始動に向

けて取り組んでまいります。 

就労継続支援Ｂ型事業といたしましては、ミニレストランま 

ぁぶる、ゆうゆ～今井、おかし工房実ん都にて、ホールでの配

膳や、厨房での仕込み、自家製燻製商品の作成、組紐商品作り

等を行っております。また、屋外の活動としてクロネコヤマト

DM 便の配達を引き続き行います。 

      就労移行支援事業での活動といたしましては、昨年は１名の

利用者が就労継続支援Ｂ型事業へ移行されました。 

     今年度は,養護学校卒業生３名を迎え、就労継続支援Ｂ型事業

への通所は５名、就労移行支援への通所は５名となり計１０名と

なります。 

個々の集中力や理解力、能力などを見極め、一人ひとりに適し

た活動の場所やその適正に応じた職場の開拓、職場定着の為に

必要な支援や相談を行います。 

     来年度も利用者増が予想される事から、放課後等デイサービス 

との連携の強化を行い、養護学校高等部２・３年生に進級される 

方々の職場実習や職場体験を積極的に受ける事により、来春卒業 

生を受ける素地を作ってまいります。 

また,活動内容のさらなる充実を進める為、かしはらワークス

で作成した燻製商品、組紐商品のインターネット販売、道の駅で

の販売等、販路拡大に重点を置き、多くの方々から存在を認めら

れるような取り 組みを行います。  

     地域との交流といたしましては、青色防犯パトロールとして安

全で安心して暮らせる地域社会の実現の為に活動を行うと共に人

の役に立つことへの喜びを実感できる事業所にしてまいります。 

 

（３） 共同生活援助事業 

       （グループホームきらめき・あすか・うねび） 

   障がいのある方の自立した生活や、施設や自宅から地域生活へ 

  の移行に対応するためのステップとして事業展開しています 

  グループホームきらめき「以下（ＧＨという。）のきめ細かな支援は、 

利用者の充実した生活を保障しており、益々、その重要性を感じて 

おります。 

   昨年設置いたしました３つ目の女性専用のＧＨ「うねび」は、併 
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設型として同年８月１日より運営を開始し、５名の利用者と 

  「ショート」一床を加えて順調な滑りだしを見せております。 

  ＧＨ全体の入居数を見ますと、きらめき５名・あすか５名うねび 

  ５名の１５名、加えて短期入所（ショート）一床を合わせて定員１ 

６名となっております。 

   加えて、ＧＨ「うねび」は、体験部屋を別途一室設け入居者が 

  が帰省される予定日に合わせて体験利用ができるように工夫と改 

  善をし、引き続き制度の活用をしてまいります。 

   障害者総合支援法では、ＧＨは、入所施設と異なり、障がい者 

  の地域生活を支える上で最も重要な住まいとして位置付けており 

  、利用者のニーズに沿って、今後とも積極的に設置をすすめていく

こととします。 
 

（４） 福祉型児童発達支援センター 

    なら子ども発達支援センターふぁ～すと 

平成 27 年 12 月に定員 10 名で開始した児童発達支援事業「なら 

  子ども発達支援センターふぁ～すと」は、療育を希望する未就学児 

の増加に伴い、昨年 2 月には、専ら療育支援を行う「福祉型児童発

達支援センター」に格上げし、定員 16 名でスタートしましたが、

センターとしては、県内 7 か所目「奈良市内に３か所・生駒市内に

2 か所・田原本町内の奈良県障害者総合支援センターにある（わか

くさ愛育園）1 か所のみであり、センターとしては、橿原市を中心

とする中南和地域には当法人しかないのが現状であります。 

この幼少期の成長が気になる一番大事な時期に、利用が制限され

待機者が続いている状態は一向に解消しておらず危惧していまし

た。 

 センター格上げ直後から、奈良県障害者総合支援センターのドク 

ターからの紹介や、橿原市内は勿論のこと、周辺の市町村行政・相 

談支援事業者からの問い合わせ、同じ子供を持つ親御さんからの口 

コミなどにより、次第に浸透して、療育を希望する未就学児の施設 

見学や利用契約が、相次ぎました。 

そのなかでも「毎日通園」の希望者が増えてきたことから、昨年 

10 月に定員を 24 名に増やし、療育場所についても、この度、増改 

築した本部二階に支援スペースを広げたこともあって、利用申し込 

みも、短期間で６１名に増加しました。 

その後も、紹介や施設見学が続いており、今後新学期を迎えるに 

あたり、相談や契約申し込みの増えることは間違いのない状況にな 

ってきております。 
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このことから、中南和の児童の要望に応えるための本格的な「福 

祉型児童発達支援センター」の建設を承認していただき、市内古川 

町に建設すべく、県・国に施設整備補助金の申請を行ったところ、 

これが認められ、国は、平成 29 年度の補正予算に、県は、平成 30 

年度の当初予算に計上していただき、先日、奈良県健康福祉部長か 

ら、その通知を頂いたところであります。 

平成 30 年度内の竣工と、平成 31 年 4 月の事業開始を目標に建 

設が行われますが、専門職集団「言語聴覚士・作業療法士・看護師・ 

保育士・臨床心理士等」による未就学児の本格的な療育センターと 

して発展充実させ、新たな「福祉型児童発達支援センター」へと繋 

げて行くためにも、また、名実ともに中南和の療育拠点として認知

されるよう努力して参ります。 

 

（５） 児童発達支援事業並びに放課後等デイサービス事業 

「ファミリーサポートかしはら（太陽
たいよう

）」 

「ファミリーサポートこおりやま（宇宙
そ ら

）」 

「ファミリーサポートせいわ（大地
だ い ち

）」 

「ファミリーサポートかしはら（大海
う み

）」 

「ファミリーサポートかしはら（銀河
ぎ ん が

）」 

「ファミリーサポートかしはら（大河
た い が

）」 
 

この事業は「障がい児が日常生活における基本動作を習得し、 

及び集団生活に適応することができるよう、障がい児の身体及び精

神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な

指導及び訓練を行う」としており、成長期の児童・生徒における早

期教育・早期療育支援の立場から、お母さんの就労という家族支援

の観点からも、最も重要なサービスであります。 

また、当法人の展開する居宅介護等事業「デイケアセンター 

かしはら」の利用者として、更には、卒業後の進路として、当法人

の生活介護事業や就労系支援を選んで貰えることも、この事業の目

的の一つでもあります。 

また、法人事業収入全体の約６５％前後を占めるまでに至り、法 

人事業躍進の原動力にも成長しております。 

この事業は、事業開始直後から利用者が急激に増加し、今では、 

利用者が、特別支援学校 4 校、加えて、奈良市、生駒市、奥吉野、

東吉野を除く、地域の小・中学校の特別支援学級の児童生徒、更に
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は、就学前児通園施設「奈良県リハビリセンターのわかくさ愛育園」

「かしのき園（橿原市）、仔鹿園（奈良市）」の児童の利用契約が徐々

に増加しつつあって、７事業所の契約者数は、現在 263 名「内訳：

太陽 28 名・宇宙
そ ら

36 名・大地
だ い ち

55 名・大海
う み

31 名・銀河 34 名・大河

31 名・ふぁ～すと 61 名」と推移しております。 

本年度は、生駒郡七町村の関係者から、また、香芝市方面からも 

生活介護事業所をはじめ、児童発達支援事業のニーズも高いことか

ら、本年度を目途に、香芝市内又は、その周辺に「児童発達支援並

びに放課後等デイサービス事業」開設可能な場所を捜して、本年夏

休みまでには、事業認可を受けられるように努力して参ります。 
 

（６） 居宅介護等事業「デイケアセンターかしはら」 

本事業は、障害のある方の休日や長期休暇等における本人の活  

  動の幅を広げるための余暇活動等を支援する観点から、平成 19 

年 11 月事業開始し、平成 30 年３月末で 11 年 6 か月になります。 

利用者への積極的な情報提供の観点から、毎月企画発行するイ 

ベント情報も、大淀養護学校と、二階堂養護学校、西和養護学校 

の全校児童生徒、それに、地域の小中学校の各特別支援学級の児 

童生徒に配布し、この 4 月で、発行回数も 127 回（月）を重ねる 

に至りました。 

その結果、学校側の理解と協力により、くち込みや積極的な広 

報活動の成果もあってか、利用申し込みが、右肩上がりに増加して 

きており、現契約者数も 241 名となり、昨今では、休日等には利用 

者の数が 50～60 名になることもあります。 

益々、余暇活動支援の重要性を実感すると共に、児童発達支援事 

業並びに放課後等デイサービスと合わせて、法人の介護収入の約 

22％を占めるに至っており、法人の健全な運営を支えている大きな 

収入源の一つとなっていることも事実であります。 

今後ともこの事業の重要性に鑑み、重度者への対応を含め、サ 

ービスの目的・内容に則した良質なサービスを提供することが重要 

であり、障がい特性へのきめ細かな配慮や対応など、職員、ヘルパ 

ー各人がその支援ニーズによる個別支援計画に基づき適切な支援 

活動ができるように、直接処遇等の職員研修を行うなど、あらゆる 

機会を捉えて、援助技術の向上に努めてまいります。 

 
 

（７） 指定「一般・特定・障害児」相談支援事業（障がい児・者相談支 

援センターなら）現在、契約者数「339 名」 
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  相談支援事業は、障がい者の自立した生活を支えていくため、 

障がい児・者の抱えるニーズや、課題にきめ細かく対応するととも 

に、必要な情報の提供や助言等を行い、様々な地域の資源や、契約 

制度の下で障がい福祉サービスを組み合わせて利用することを継 

続的に支援していくことであります。 

また、個々の障がい児・者への支援を通じて明らかになった地 

域課題への対応について、地域全体で、サービス提供事業者など 

と連携して検討し、支援体制を整えて行くことが必要であります。 

この事業は、障がい福祉サービスを利用する際に、市町村におい 

てサービスの種類と支給量を決定しますが、この際に、サービス利 

用計画案を作成して、市町村に提出し、これに基づいて市町村がサ 

ービス支給量を決定します。 

その後、サービス担当者会議等を経て、サービス等利用計画が作 

成され、個別支援計画に基づきサービスが提供され、途中でモニタ 

リングを行い、見直しをしていくプロセスを繰り返すことにより、 

本人のニーズに基づいた本人中心の質の高い支援やサービスが受 

けられるとされています。 

この制度は、平成２４年４月から３年かけて平成２７年３月末ま 

でに、全障児・者に適用実施するとしていますが、橿原市のように 

市の要綱でその上限を決めており、障がいの状況や特性等から必要 

性があっても、それ以上は何としても支給しないと云う市町村もあ 

ります。 

○ 障害のある人やご家族が希望する生活の実現、目標の達成に

向けて作成する。 

○ 計画には、ご本人の希望や目標、支援方針、利用するサービス

などを記載する。 

と云うこのサービス等利用計画作成の趣旨や、重要性、必要性を 

尊重していない行政もあります。 

その一方で、本人の障害特性やそれを支援する家族の状況等を 

総合的に勘案して、必要な日数や時間数を支給決定している市町村

もあり、その格差が著しい状況にあることから、私たちは、当事者

が立ち上げた法人として、あくまでも利用者のサイドに立った姿勢

を貫き、地域自立支援協議会や障害者団体協議会などの運動団体と

協働して、この制度の円滑な推進と平準化に向けて市町村に求めて

いく所存であります。 


